
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

   

 

  

令和４年度答申第７４号

令和５年２月２１日

諮問番号 令和４年度諮問第７９号（令和５年２月２日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 社会復帰促進等事業としてのアフターケアに係る健康管理手帳の不交付

決定に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当で

ある。

理 由

第１ 事案の概要

１ 本件審査請求の骨子

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が労働者災害補償

保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）２９条１

項１号に基づく社会復帰促進等事業としてのアフターケア（以下「アフター

ケア」という。）に係る健康管理手帳の交付を求める申請（以下「本件申請」

という。）をしたのに対し、Ａ労働局長（以下「処分庁」という。）がこれ

を不交付とする決定（以下「本件不交付決定」という。）をしたところ、審

査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

２ 関係する法令の定め

（１）労災保険法２９条１項柱書は、政府は、労働者災害補償保険の適用事業

に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、同項各

号に掲げる事業を行うことができる旨規定し、同項１号は、療養に関する
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施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、

複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進す

るために必要な事業を掲げている。そして、労災保険法２９条２項は、同

条１項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定

める旨規定する。

（２）上記（１）の厚生労働省令で定める基準について、労働者災害補償保険

法施行規則（昭和３０年労働省令第２２号。以下「労災保険規則」とい

う。）２４条は、労災保険法２９条１項１号に掲げる事業として、アフタ

ーケアを行うものとする旨規定し、労災保険規則２８条１項は、アフター

ケアは、障害補償給付等の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働

基準局長が定める要件を満たす者等に対して、保健上の措置として診察、

保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が

定める措置を行うものとし、当該者に対して健康管理手帳を交付するもの

とする旨規定し、同条２項は、アフターケアに関しその他必要な事項は、

厚生労働省労働基準局長が定める旨規定する。

（３）上記（２）の委任を受けて定められた「社会復帰促進等事業としてのアフ

ターケア実施要領」（「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要

領の制定について」平成１９年４月２３日付け基発第０４２３００２号

（最終改正平成２８年３月３０日付け基発０３３０第５号）の別添）は、

アフターケアの実施について、対象傷病は、「外傷による末梢神経損傷」

等の２０種類の傷病とし、対象者は、別紙の「傷病別アフターケア実施要

綱」（以下「実施要綱」という。）の定めるところによる等と定めている。

（４）実施要綱は、「外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア」の趣旨及

び対象者について次のとおり定めている。

ア 趣旨

外傷により末梢神経を損傷した者にあっては、症状固定後においても末

梢神経の損傷に起因するＲＳＤ（反射性交感神経ジストロフィー）及びカ

ウザルギーによる激しい疼痛等の緩和を必要とすることがあることに鑑み、

アフターケアを行うものとする。

イ 対象者

アフターケアは、業務災害又は通勤災害による外傷により末梢神経損傷

に起因し、症状固定後も激しい疼痛が残存する者であって、労災保険法に

よる障害等級（以下「障害等級」という。）第１２級以上の障害補償給付
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等を受けている者又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限る。）

のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者

に対して行うものとする。

３ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。

（１）建築現場でとび工として就労していた審査請求人は、平成３０年２月２

６日、業務災害により受傷し、Ｂ病院において、「外傷性出血性ショック、

左橈骨骨折、全身打撲、尿道損傷・骨盤腔に達する開放創合併あり、骨盤

多発骨折」と診断され、令和２年１月９日、治癒（症状固定）した。

（調査結果復命書（障害補償給付の請求に係るもの）、障害補償給付支給請

求書、審査庁主張書面（令和５年２月１５日付け））

（２）審査請求人は、令和２年３月４日、処分庁に対し、外傷による末梢神経

損傷に係る健康管理手帳の交付を求める申請（本件申請）をした。

（健康管理手帳交付申請書、健康管理手帳不交付決議書）

（３）審査請求人は、令和２年３月２５日、Ｃ労働基準監督署長（以下「本件

労基署長」という。）に対し、障害補償給付の支給を請求した。

（障害補償給付支給請求書）

（４）審査請求人は、令和２年３月３０日、腰回りの疼痛を訴えてＢ病院を受

診し、同年６月２９日、坐骨部偽関節が認められ、傷病名は左橈骨偽関節、

坐骨部偽関節と診断された。

（診断書（令和２年７月１３日付け））

（５）本件労基署長は、審査請求人に残存する各障害について、①左前腕の可

動域は、健側の１／４以下に制限されていることから、障害等級準用第１

０級（系列２１）、②左手関節の可動域は、健側の１／２以下に制限され

ていることから、障害等級第１０級の９「１上肢の３大関節中の１関節の

機能に著しい障害を残すもの」（系列２１）、③左肘関節部から左第１指

にかけて、常時疼痛等の局所神経症状を残していることから、障害等級第

１４級の９「局部に神経症状を残すもの」（系列１３）、④左肘から前腕

の線状痕は手のひらの大きさ以上であることから、障害等級第１４級の３

「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」（系列２３）、

⑤腰回りから左足にかけて常時疼痛やしびれが認められるため、障害等級

第１４級の９「局部に神経症状を残すもの」（系列１３）に該当すると認

定した。
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その上で、本件労基署長は、審査請求人の障害等級について、上記①及

び②はいずれか上位の等級で認定することになるため、第１０級の９に認

定し、また、上記③は上記①及び②に通常派生する関係にあるため、第１

０級の９に認定し、さらに、系列が異なる２以上の障害が存することを踏

まえ、併合して重い方の障害に該当する等級として、障害等級併合第１０

級と認定し、令和２年１０月１日付けで、障害補償給付の支給を決定した

（以下「本件障害補償給付支給決定」という。）。

（調査結果復命書（障害補償給付の請求に係るもの）、障害等級認定関係調

査復命書、労働保険審査請求書、決定書（障害補償給付支給決定に関する

審査請求に係るもの））

（６）処分庁は、令和２年１１月１７日付けで、本件申請に対し、「対象者の要

件である、「業務災害又は通勤災害による外傷により末梢神経損傷に起因

し、症状固定後も激しい疼痛（末梢神経の損傷に起因するＲＳＤ及びカウ

ザルギーによる激しい疼痛等）が残存する方で、労働者災害補償保険法に

よる障害等級第１２級以上の障害（補償）給付を受けている方のうち、医

学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方」に該当し

ないため。」との理由を付して、本件不交付決定をした。

（健康管理手帳の新規交付申請に係る不交付決定通知書）

（７）審査請求人は、令和３年２月１６日、審査庁に対し、本件不交付決定を

不服として、本件審査請求をした。

（審査請求書）

（８）Ａ労働者災害補償保険審査官は、本件障害補償給付支給決定を不服とす

る審査請求人の審査請求に対し、令和３年７月７日付けで、当該審査請求

を棄却する決定をした。

（決定書（障害補償給付支給決定に関する審査請求に係るもの））

（９）審査庁は、令和５年２月２日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却す

べきであるとして、本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

４ 審査請求人の主張の要旨

業務災害により、左撓骨骨折、全身打撲及び骨盤多発骨折の後遺障害（①

左（前腕、手首、指）の可動域制限、左上肢の筋力低下、筋肉硬直及び疼

痛・しびれ、②坐骨部の偽関節、左恥骨の部分癒合及び腰回りから左足の疼

痛・しびれ）があるため、症状固定後、現在も整形外科でのリハビリ、内服
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薬及び外用薬にて治療中であり、今後もアフターケアが必要である。

以上の理由により、本件不交付決定の取消しを求める。

（審査請求書）

第２ 審査庁の諮問に係る判断

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりである。

１ 審査請求人が提出した障害補償給付支給請求書に添付された診断書（令和

２年２月１４日付け及び同年７月１３日付け）及びＡ労働局地方労災医員が

提出した障害等級認定に関する意見書には、ＲＳＤ（反射性交感神経ジスト

ロフィー）及びカウザルギーに関する所見は記載されていない。

２ また、審査請求人の障害等級は、障害等級併合第１０級と認定されている

が、神経症状については、障害等級第１４級の９（局部に神経症状を残すも

の）と認定されている。

３ さらに、審査請求人及び処分庁が提出した資料において、審査請求人が

「医学的に早期にアフターケアの実施が必要である」といえるような内容が

見受けられない。

以上のとおり、審査請求人に残存する障害については、実施要綱に定めら

れた外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアの対象傷病に該当せず、支

給対象者には該当しないものと判断される。

４ よって、処分庁が審査請求人に対して行った本件不交付決定は妥当であり、

本件審査請求には理由がないことから、棄却されるべきである。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

（１）本件審査請求から本件諮問に至るまでの手続の経緯を見ると、以下のとお

りである。

本件審査請求の受付 ：令和３年２月１６日

審理員の指名通知 ：同年４月８日付け

反論書等不送付通知書の受付：同年６月２４日

反論書提出期限延長の通知 ：令和４年４月２１日付け

反論書の提出期限（延長） ：同年５月１２日

審理員意見書の提出 ：同年９月１２日付け

本件諮問 ：令和５年２月２日

（２）これらの一連の手続を見ると、①本件審査請求の受付から審理員の指名

通知までに約１か月半、②反論書提出期限の延長を申し出る旨が記載され
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た反論書等不送付通知書の受付から反論書提出期限延長の通知までに約１

０か月、③反論書の提出期限（延長）から審理員意見書の提出までに約４

か月、④審理員意見書の提出から本件諮問までに約４か月半を費やしてお

り、その結果、本件審査請求から本件諮問までに約１年１１か月半もの期

間を要しているが、これだけの長期間を要する特段の理由があったとは考

えられず、審査庁においては、審理手続を迅速に進行させるための方策を

考えるべきである。

（３）上記で指摘した点以外には、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段違

法又は不当と認められる点はうかがわれない。

２ 本件不交付決定の適法性及び妥当性について

（１）本件申請は、外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアを求めたもの

である。

実施要綱によれば、外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアについ

ては、その趣旨について、外傷により末梢神経を損傷した者にあっては、

症状固定後においても末梢神経の損傷に起因するＲＳＤ（反射性交感神経

ジストロフィー）及びカウザルギーによる激しい疼痛等の緩和を必要とす

ることがあることに鑑み、アフターケアを行うものとされており、対象者

については、業務災害又は通勤災害による外傷により末梢神経損傷に起因

し、症状固定後も激しい疼痛が残存する者であって、障害等級第１２級以

上の障害補償給付等を受けている者等のうち、医学的に早期にアフターケ

アの実施が必要であると認められる者とされている。

したがって、外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアの対象者につ

いては、「ＲＳＤ（反射性交感神経ジストロフィー）又はカウザルギーに

よる激しい疼痛があること」、「障害等級第１２級以上であること」及び

「医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められること」の

要件を満たす必要がある。

そして、「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」

（平成１５年８月８日付け基発第０８０８００２号厚生労働省労働基準局

長通達「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準につい

て」の別添１）の第２の４の（４）によれば、ＲＳＤ（反射性交感神経ジ

ストロフィー）については、関節拘縮、骨の萎縮及び皮膚の変化（皮膚温

の変化、皮膚の萎縮）という慢性期の主要な三つの症状を伴い、カウザル

ギーについては、血管運動性症状、発汗の異常、軟部組織の栄養状態の異
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常、骨の変化等の症状を伴うとされており、ＲＳＤ（反射性交感神経ジス

トロフィー）ないしカウザルギーと認めるには、これらの所見が必要とさ

れている。

（２）審査請求人が提出した労働者災害補償保険診断書及びＡ労働局地方労災

医員の障害等級認定に関する意見書によれば、審査請求人の傷病名、障害

の状態等は以下のとおりである。

ア 令和２年２月１４日付け診断書

左橈骨偽関節

手関節背屈時の手指伸展制限、前腕・手関節ＲＯＭ制限

イ 令和２年６月２４日付けＡ労働局地方労災医員意見書

左手関節・左前腕の可動域の制限

左肘関節部から左第１指にかけて、常時疼痛等の局所神経症状を残し

ている。

左肘から前腕、左肘掌側、右腸骨部に線状痕

ウ 令和２年７月１３日付け診断書

左橈骨偽関節、坐骨部偽関節

これらの診断書及び意見書には、上記（１）のＲＳＤ（反射性交感神経

ジストロフィー）及びカウザルギーに関する所見は記載されていない。

したがって、審査請求人は、外傷による末梢神経損傷に係るアフターケ

アの対象者の要件のうち、「ＲＳＤ（反射性交感神経ジストロフィー）又

はカウザルギーによる激しい疼痛があること」を満たしていると認められ

ない。

また、審査請求人の障害等級は、併合第１０級と認定されているが、神

経症状（左肘関節部から左第１指にかけての常時疼痛等、腰回りから左足

にかけての常時疼痛等）については、局部に神経症状を残すものとして第

１４級の９と認定されており、神経症状以外の障害（左前腕の可動域の制

限、左手関節の可動域の制限）が第１０級の９と認定されていることか

ら、これらが併合されて併合第１０級と認定されたものであり、神経症状

についての障害等級は第１４級の９であるから、「障害等級第１２級以上

であること」との要件も満たしていない。

したがって、審査請求人は、外傷による末梢神経損傷に係るアフターケ

アの対象者に該当しない。

３ 付言
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本件不交付決定に付された理由は、「対象者の要件である、「業務災害又

は通勤災害による外傷により末梢神経損傷に起因し、症状固定後も激しい疼

痛（末梢神経の損傷に起因するＲＳＤ及びカウザルギーによる激しい疼痛

等）が残存する方で、労働者災害補償保険法による障害等級第１２級以上の

障害（補償）給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実

施が必要であると認められる方」に該当しないため。」というものである。

この理由の記載では、「外傷による末梢神経の損傷に起因し、症状固定後

も激しい疼痛が残存する者」、「障害等級第１２級以上の者」、「医学的に

早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者」のいずれに該当し

ないのかが示されていない。また、かかる記載だけでは、本件不交付決定の

理由を具体的に理解するのは困難であり、「外傷による末梢神経の損傷に起

因し、症状固定後も激しい疼痛が残存する者」に該当しないとする理由を付

すに当たっては、同要件をそのまま記載するだけではなく、その意味すると

ころを分かりやすく説明した上で、該当しないとする理由を分かりやすく説

明するべきであるし、「障害等級第１２級以上の者」に該当しないとする理

由を付すに当たっては、審査請求人の障害等級は併合第１０級と認定されて

いるのだから、神経症状については第１２級以上との要件に該当しないこと

についても分かりやすく説明するべきである。

４ まとめ

以上によれば、本件不交付決定が違法又は不当であるとはいえず、本件審

査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第２部会

委 員 戸 谷 博 子

委 員 木 村 宏 政

委 員 交 告 尚 史
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